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 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定：平成14年３月29日　北海道条例第３号

 最終改正：平成21年３月31日　北海道条例第15号

北海道水産業・漁村振興条例  

 　目次

 　　前文

 　　第１章　総則（第１条－第６条）

   　第２章　水産業及び漁村の振興に関する基本的施策（第７条－第21条）

   　第３章　北海道水産業・漁村振興審議会（第22条－第29条）

   　附則

　北海道は、四方を海に囲まれ、豊富な水産資源、緑豊かな森林、多くの流域などを有し、

この恵みの下に、沿岸地域では、漁業や水産加工業を中心として産業が発展し、漁村が形

成され、人々は海と深くかかわりながら暮らしを営み、個性ある北の文化をはぐくんでき

 た。

  北海道の水産業は安全かつ良質な水産物を道内のみならず広く全国に供給し、漁村は漁

業生産の場のみならず余暇活動の場となるなどして、私たちの健康で豊かな生活の実現に

 大きく貢献するとともに、北海道の発展に重要な役割を果たしてきた。

　しかしながら、近時の新たな国際海洋秩序の定着や水産物の輸入の増加など水産業を取

り巻く情勢が大きく変化する中で、漁場を外に向けて拡大してきた北海道の水産業は後退

を余儀なくされ、漁業生産や担い手が減少するなど、このままでは水産業や漁村の安定的

 発展が危ぶまれている。

　一方、今日、世界の水産物の需給動向を背景とした将来の我が国の水産物の安定確保の

問題や人々のライフスタイルの変化などにより、水産物の安定供給という水産業の機能や

 漁村の多様な役割への期待が高まっている。

　こうした状況の中で、北海道の水産業が我が国の水産物の供給において重要な役割を果

たすとともに、漁村が多様な役割を担っていくためには、本道周辺水域を活用した水産資

源の管理や増大を図り、創意と工夫に富む経営の実践や付加価値の高い製品づくりを進め

るとともに、住む人のみならず訪れる人にとっても快適で潤いのある地域づくりなどに努

 めなければならない。

　このような考え方に立って、希望と活力にあふれた水産業や漁村を構築し、次代に引き

 継いでいくため、道民の総意としてこの条例を制定する。

 

       第１章　総則

  　(目的）

第１条　この条例は、水産業及び漁村の振興に関し、基本理念を定め、並びに道の責務並

　びに水産業者及び水産業の関係団体（以下「水産業者等」という。）並びに道民等の役

　割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定めることにより、水産業及

　び漁村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって水産業の健全な発展及

 　び豊かで活力のある漁村の構築に寄与することを目的とする。
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   （基本理念）

第２条　水産業の振興は、本道が国内の水産物の供給の拠点として、将来にわたって、安

　全かつ良質な水産物を安定的に供給できるよう、水域環境の保全を図りながら、水産資

 　源の持続的な利用及び増大を旨として推進されなければならない。

２　水産業の振興は、水産業が地域の経済社会を支え、その活性化に貢献する活力のある

　産業として発展するよう、収益性の高い健全な経営の確立及び組織の育成を旨として推

 　進されなければならない。

３　漁村の振興は、漁村が水産業の健全な発展の基盤としての役割を果たすとともに、自

　然とのふれあいの場となる等多様な機能を発揮する地域として発展するよう推進されな

 　ければならない。

 　（道の責務）

第３条　道は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、水産業

　及び漁村の振興に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２  道は、水産業及び漁村の振興に関する施策を推進するに当たっては、国及び市町村と

 　緊密な連携を図らなければならない。

 　（水産業者等の役割）

第４条　水産業者等は、基本理念にのっとり、相互の協力の下に、その事業活動を行うよ

 　う努めるものとする。

２　水産業者等は、その事業活動を行うに当たっては、道が実施する水産業及び漁村の振

 　興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 　（道民等の役割）

第５条　道民は、基本理念に対する理解を深め、水域環境の保全及び道産の水産物の消費

 　に関し積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

２　水域において遊漁その他の余暇活動を行う者は、その活動を行う場合には、基本理念

　にのっとり、漁業生産活動及び水域環境の保全に影響を与えないよう努めるとともに、

 　地域の住民生活に配慮するものとする。

 　（年次報告）

第６条　知事は、毎年、議会に、水産業及び漁村の動向並びに水産業及び漁村の振興に関

 　して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

 

 　　　第２章　水産業及び漁村の振興に関する基本的施策

   （振興推進計画）

第７条　知事は、水産業及び漁村の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

　め、水産業及び漁村の振興の推進に関する計画（以下「振興推進計画」という。）を定

 　めなければならない。

２　振興推進計画は、水産業及び漁村の振興に関する施策の基本的事項について定めるも

 　のとする。

３  振興推進計画は、北海道における漁業生産の目標その他の水産業及び漁村の振興に関

 　する適切な目標について定めるものとする。

４  知事は、振興推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映するこ

 　とができるよう必要な措置を講じなければならない。
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５  知事は、振興推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、北海道水産業・漁村振興

 　審議会の意見を聴かなければならない。

 ６  知事は、振興推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 ７  前３項の規定は、振興推進計画の変更について準用する。

 　（水産資源の適切な管理等）

第８条　道は、水産資源の適切な管理を図るため、水産資源の評価に基づく計画的な漁獲

　量及び漁獲努力量の管理の推進、水産資源を共有する諸外国との交流の促進その他の必

 　要な措置を講ずるものとする。

２  道は、水産資源の秩序ある利用を図るため、漁場に見合った操業体制の構築、遊漁に

 　係る秩序の形成その他の必要な措置を講ずるものとする。

 　（栽培漁業の推進）

第９条　道は、栽培漁業の推進を図るため、増殖場及び養殖場の整備及び開発、種苗の生

　産及び放流の促進、放流した水産資源の保護及び利用者の負担等利用に係る体制の確立

 　その他の必要な措置を講ずるものとする。

 　（担い手の育成及び確保等）

第10条　道は、水産業の担い手の育成及び確保を図るため、水産業者の漁業又は加工の技

　術及び経営管理能力の向上、新たに漁業に就業しようとする者の受入体制の整備その他

 　の必要な措置を講ずるものとする。

２　道は、女性及び高齢者の水産業への従事及び水産業に関連する活動の促進を図るため、

 　労働環境の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

 　（安定的な水産業経営の育成）

第11条　道は、安定的な水産業経営の育成を図るため、資本装備の高度化、事業の共同化

　及び拡大の促進、地域の水産物の活用に関する漁業及び水産加工業の連携の促進その他

 　の必要な措置を講ずるものとする。

 　（協同組合組織の経営の安定）

第12条　道は、水産業の協同組合組織の経営の安定を図るため、組織及び事業の充実強化、

 　合併等再編の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

 　（安全かつ良質な水産物の安定的な供給）

第13条　道は、安全かつ良質な水産物の安定的な供給を図るため、品質管理及び衛生管理

　の高度化の促進、漁港及び流通加工施設の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 　（水産物の競争力の強化）

第14条　道は、輸入される水産物等に対する道産の水産物の競争力の強化を図るため、付

　加価値の高い製品の開発及び販売の促進、普及宣伝の強化、流通の効率化の促進その他

 　の必要な措置を講ずるものとする。

 　（水産資源の生育環境の保全及び創造）

第15条　道は、水産資源の生育環境の保全及び創造を図るため、道民、水産業者等、行政

　機関等との協議の下に、水域環境の調査及び改善の推進、森林の整備その他の必要な措

 　置を講ずるものとする。

 　（環境と調和した水産業の展開）

第16条　道は、環境と調和した水産業の展開を図るため、事業活動に伴う廃棄物の循環的

　利用の促進、漁業と野生動物との共生に関する取組の促進その他の必要な措置を講ずる

 　ものとする。
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 　（快適で住みよい漁村の構築）

第17条　道は、快適で住みよい漁村の構築を図るため、景観の保全に配慮した水産業の基

 　盤の整備、生活環境の整備、災害の防止その他の必要な措置を講ずるものとする。

 　（活力のある漁村の構築）

第18条　道は、活力のある漁村の構築を図るため、水産業者の自発的な地域活動の促進、

　都市と漁村との交流の促進、余暇活動に係る水域及び漁港施設等の利用の秩序の形成そ

 　の他の必要な措置を講ずるものとする。           

 　（道民の理解の促進）

第19条　道は、水産業及び漁村に対する道民の理解を促進するため、情報の提供、学習の

 　機会の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

 　（水産業の振興に関する技術の向上）

第20条　道は、水産業の振興に関する技術の向上を図るため、道、大学、民間その他試験

　研究機関の連携の強化、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ず

 　るものとする。

 　（財政上の措置）

第21条　道は、水産業及び漁村の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置

 　を講ずるよう努めるものとする。

 

       第３章　北海道水産業・漁村振興審議会

 　（設置）

第22条　北海道における水産業及び漁村の振興を図るため、知事の附属機関として、北海

　道水産業・漁村振興審議会（以下「審議会」という。）を置く。   

 　（所掌事項）

 第23条　審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

　(１)　知事の諮問に応じ、水産業及び漁村の振興に関する重要事項を調査審議すること。 

 　(２)　前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務

２　審議会は、水産業及び漁村の振興に関し必要と認める事項を知事に建議することがで

 　きる。

 　（組織）

 第24条　審議会は、委員１５人以内で組織する。                

２　審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くこと

 　ができる。

 　（委員及び特別委員）

 第25条  委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

   (１)  学識経験を有する者

   (２)　水産業の関係団体の役職員

   (３)  関係行政機関の職員

２　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

 　前任者の残任期間とする。

 ３  委員は、再任されることができる。

４　特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものと

 　する。
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 　（会長及び副会長）

 第26条　審議会に会長及び副会長を置く。

 ２　会長及び副会長は、委員が互選する。

 ３  会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

 ４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

 　（会議）

 第27条　審議会の会議は、会長が招集する。

 ２  審議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

３  会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

 　ろによる。

 　（部会）                                                      

 第28条　審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

 ２  部会は、審議会から付託された事項について調査審議するものとする。

 ３　部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

 ４  部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

 　（会長への委任）

第29条　この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

 　諮って定める。

 

   　　附　則

 １　この条例は、公布の日から施行する。

 ２  次に掲げる条例は、廃止する。

 　(１)　北海道水産業振興審議会条例（昭和56年北海道条例第３号）

 　(２)　北海道漁業及び水産加工業経営安定条例（昭和61年北海道条例第31号）

３　知事は、平成21年４月１日から起算して５年を経過するごとに、社会経済情勢の変化

　等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な

 　措置を講ずるものとする。

 


